
相談フロー図１

金銭など財産を取り
返したい

加害者を処罰
してほしい

②身体的被害及びその危険、行為の強制
（生命身体の被害・不安）

③-1 献金等による生活苦
①金銭的被害
(財産の被害)

慰謝料を
請求したい

配偶者等から
暴力を受けて
いる

弁護士に相談したい
・無料で相談したい
・助言を受けたい
・自分で手続をしたい

借金の整理
をしたい

○消費者庁
（消費者ホットライン）

１８８

・契約の取消し等に関す
る方法の教示及び助言

○法テラス
０５７０－０７８３７４

・法制度や各種相談機関に関
する情報提供

（経済的に余裕のない方）
・弁護士による無料法律相談
・弁護士費用等の立替え

身を守る場所が
ほしい

保護者等から
虐待を受けて
いる

○警察庁
（警察相談専用電話）

♯９１１０

・相談内容に応じた指
導・助言
※緊急性が認められる
場合は「110番通報」

保護してほ
しい

○生活困窮
者自立相談
支援機関

・就労支援や
家計再建支援
等

・生活費
がない
・住まい
を失うお
それがあ
る／失っ
た

・相談内容に応じた指導・助言
・相談内容に応じた一時保護の実施

○児童相談所
○配偶者暴力相
談支援センター
＃８００８

③-2 就労に関する悩み

○ハローワーク

・職業相談、職業訓
練、職業紹介など
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○各市区町
村のひとり
親家庭支援
担当部署

・こどもの学
習支援や食事
の提供等

ひとり親
家庭等で
生活が苦
しい。



損害賠償を
 請求したい

相談フロー図２

現実社会

④誹謗中傷・嫌がらせ

関係を調整し
たい

○警察庁
（警察相談専用電話）
♯９１１０

・相談内容に応じた指
導・助言
※緊急性が認められる
場合は「110番通報」

インターネット

加害者を処罰し
てほしい

個人情報や画像
を削除したい損害賠償を

請求したい

○違法・有害情報相談セン
ター
https://www.ihaho.jp

・削除方法等の教示及び助言
※インターネット受付のみ

削除要請して
ほしい

・削除依頼の方法を知り
たい
・自分で削除依頼したい

⑤個人情報が悪用されないか不安

○個人情報保護法相談ダイヤル
０３－６４５７－９８４９

・個人情報保護法や個人情報保護
制度についての教示
・個人情報の取扱いに係る助言

○法テラス
０５７０－０７８３７４

・法制度や各種相談機関に関
する情報提供

（経済的に余裕のない方）
・弁護士による無料法律相談
・弁護士費用等の立替え

○法務局・地方法務局
（人権相談）
０５７０－００３－１１０

・相談内容に応じた対応方法の教示及
び助言
・人権侵害に係る事実関係の調査を
行った上で、事案に応じた適切な措置
（削除要請など）の実行

・インターネットが使えない
・電話・対面相談が良い

心（うつ等）
の健康に不安
がある

⑥-1 心の悩み

様々な心の
悩み・不安

〇精神保健福
祉センター

・こころの健康
の保持と向上の
ための助言

PC・スマホを持って
いる

○内閣官房孤
独・孤立支援
対策室チャッ
トボット
「あなたはひ
とりじゃな
い」で検索

いいえ

〇よりそいホットライン
０１２０－２７９－３３８
※岩手、宮城、福島は、
０１２０－２７９－２２６

・自分の気持ちや悩みを打ち
明けられる場所を提供

はい

⑥-2 学校生活で
の様々な悩み

○24時間子供SOSダ
イヤル
０１２０－０－７８
３１０

○スクールカウンセ
ラー、スクールソー
シャルワーカー

・相談内容に応じた
助言等

https://www.ihaho.jp/


相談フロー図３

配偶者

⑦親族関係
（親族関係に関する悩み、不安）

離れたい
（離婚等）

○家庭裁判所
（家事手続案内）

・離婚や家族関係の
調整等に関する調停
や審判手続等につい
て教示

配偶者以外

関係を修復したい

自分で手続（相手方との交
渉等）したい

弁護士に相談したい

○法務局・地方法務局
（人権相談）
０５７０－００３－１１０

・相談内容に応じた対応方法
の教示及び助言
・人権侵害に係る事実関係の
調査を行った上で、事案に応
じた適切な措置の実行

・相談者が脱会を望む場合、
脱会の障害となっている懸
念点等を聴取し、対応する。
・相談者以外を脱会させた
いという相談に対しては、
信者が脱会しないことによ
る悩みを相談者から聴取し、
対応する。

脱会したい・脱会させたい

その他注意すべき主訴

・勧誘や訪問販売等
を行っている団体が
旧統一教会であるか
どうか尋ねる相談に
対しては、相談者が
当該情報を知ること
で解決したい悩みを
聴取し、対応する。

旧統一教会に関して
情報提供を受けたい

困っていることをよく
聞いてください。
内容が①～⑩の類型に
当てはまる場合には、
それぞれのフローに
沿った対応を行ってく
ださい。

○法テラス
０５７０－０７８３７４

・法制度や各種相談機関に関
する情報提供

（経済的に余裕のない方）
・弁護士による無料法律相談
・弁護士費用等の立替え

○行政相談センター
（きくみみ）
０５７０－０９０１１０

・行政への苦情や意見・
要望を受け付け、制度・
運営の改善を促進

⑧行政に関する御意見・御要望
（どこの機関に相談するのか分か
らない、相談先の対応に意見があ
る）

関係を修復
したい

裁判所の手続を
用いたくない ・絶縁したい

・離れたい

・相談者が親族との
絶縁を望む場合、そ
の障害となっている
理由を聴取し、①～
⑥又は⑧の類型に当
てはまる事情があれ
ば、そのフローに
沿って対応する。

○外務省領事局
海外邦人安全課

０３－５５０１
ー８０００（内線
５１４４）

・海外在留邦人の
所在の確認

海外における
所在を知りたい

（※三親等内の親族）



相談フロー図４

⑨ 進学関係
（授業料、学費等の悩み）

○各都道府県
の私立高等学
校等就学支援
金窓口

・高校生等への
修学支援（授業
料）

○文部科学省
初等中等教育
局修学支援・
教材課高校修
学支援室高校
修学第一係
03-5253-4111
(内線3577）

・高校生等への
修学支援（授業
料）

○各都道府県
の公立高等学
校等就学支援
金窓口

・高校生等への
修学支援（授業
料）

国立学校への
進学を希望する

私立学校への
進学を希望する

公立学校への
進学を希望する

高等学校等進学にあたり
経済的支援を受けたい

授業料

○各都道府県
の高校生等奨
学給付金窓口

・高校生等への
修学支援（授業料
以外の教育費）

授業料以外の教育費
（教科書費や教材費など）

大学等への進学・修学のための
経済的支援を受けたい

○日本学生支
援機構奨学金
相談センター
０５７０－６６６
－３０１

・給付型奨学金
・貸与型奨学金

⑩ その他
（寄附の不当な勧誘に関す
る情報を提供したい）

○消費者庁
（消費者政策課寄附勧誘
対策室）

⑴ ＨＰウェブフォーム
⑵ 書面郵送

・令和５年４月１日以降
の法人等による寄附の不
当な勧誘と考えられる行
為に関する情報の受付
※個別のトラブルの解決
の窓口ではありません。
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